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防災メモ

住宅火災 命を守る6つの対策

災害への備え

①火災の発生を防ぐためにストーブやこんろ等は
　安全装置の付いた機器を使用する
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を
　定期的に点検し、10年を目安に交換する
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、
寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する
④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設
　置し、使い方を確認しておく
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難階段と避
　難方法を常に確保し、備えておく
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、
　地域ぐるみの防災対策を行う

問合先 新型コロナウイルスワクチン接種推進室　☎39‐6596

新型コロナワクチン
追加接種（3回目接種） 武田/モデルナ社のワクチンも使用できます

交互接種
接種券発送スケジュールを前倒ししました

※ 1月 31日時点の情報です

1・2回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、
ファイザー社製・モデルナ社製のワクチンいずれか
を接種できます。

　接種する時期によっては、各会場で取り扱
うワクチンが変わることがありますので、ご
予約の際はご注意ください。

接種会場ごとに取り扱うワクチンが異なります

ワクチン接種に関する情報を、
市ホームページで随時更新しています。

　新型コロナワクチンの追加接種（3回目）は、武田
/モデルナ社ワクチンを活用しながら接種を前倒して
いくこととされています。
　現在、ファイザー社ワクチンに比べ、武田 /モデ
ルナ社ワクチンが潤沢に確保され、早く接種された
い方は、接種予約が比較的取りやすい状況です。

１・２回目と異なるワクチンを用いて３回目接種
した場合の安全性と効果（出典 厚生労働省）

３回目の接種後７日以内の副反応は、１・２回目と同じ
ワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安
全性の面で許容される

１・２回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、
３回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田 /
モデルナ社ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、
抗体価が十分上昇する
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英国の研究結果報告

接種会場一覧はこちら▶

2回目の接種時期 当初予定 前倒し後

令和3年 7月上旬 2月下旬 1月下旬
～2月上旬

令和3年 7月中旬 3月上旬 2月上旬～中旬

令和3年 7月下旬 3月中旬 2月中旬

令和3年 8月上旬 3月中旬
～下旬 2月中旬～下旬

令和3年 8月中旬 3月下旬
～4月上旬

2月下旬
～3月上旬

令和3年 8月下旬 4月上旬 3月上旬～中旬
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行政サービスの
使用料・手数料等を見直しました

　本市では、行政サービスの使用料・手数料等が適正になるよう定期的に見
直しを実施しています。
　受益者負担の原則に基づいて、行政サービスを利用する人と利用しない人
の公平性を確保するとともに、近隣市町の状況等も勘案し、必要な見直しを
行うことを令和 3年度に決定しました。
　今回の見直しによる変更は、　　　　　　　から適用されます。　
　詳しくは各担当部署へお問い合わせください。
　また、下記以外の変更は、市ホームページをご確認ください。

問合先　財政課（☎ 76‐1190）

引き下げ

▶骨粗しょう症検診受診料・肺炎球菌ワクチン予防接種接種料 問合先　保健センター
　　　　（☎ 75‐6471）

・骨粗しょう症検診受診料：　　　　1回につき 700円▶ 500円
・肺炎球菌ワクチン予防接種接種料：1回につき 2,500円▶2,000円
令和 3年度の定期接種対象者の方（接種期限 令和 4年 3月 31日）には適用されません。

　市民会館のホール、市公民館の講堂および展示場、中部
公民館の大会議室、各市民センターの講堂の土曜日料金
を廃止し、日曜・祝日と同額の料金とします。

▶市民会館・公民館・市民センターにおける土曜日料金の廃止

問合先　文化・スポーツ課（☎ 76‐1167）
　　　　東部市民センター（☎ 79‐0011）
　　　　北里市民センター（☎ 71‐1197）
　　　　味岡市民センター（☎ 76‐7000）

午前の部と午後の部の入替制を廃止し、現在の半日単位の料金設定から 1人 1回あたりの
料金設定に変更します。（金額の変更はありません）

▶南スポーツセンター水泳プールの入替制の廃止 問合先　文化・スポーツ課（☎ 76‐1167）

金額変更なし

▲市ホームページ
　QRコード

4 月 1日

※コンビニ交付（住民票の写し、印鑑登録証明、所得・課税証明）
　の手数料は窓口交付の半額の150円とします。

▶住民票の写しの交付手数料や税関係の証明手数料など

200円▶300円

【変更となる主な手数料】
・ 市民窓口課関係の手数料（問合先　☎ 76‐1121）
住民票の写しの交付手数料、 印鑑登録証明手数料、戸籍の附票の写しの手数料など

・ 市民税課関係の手数料（問合先　☎ 76‐1114）
所得・課税証明手数料、営業証明手数料など

・資産税課関係の手数料（問合先　☎ 76‐1115）
評価・公課証明の交付手数料、 固定資産税課税台帳の閲覧手数料、 地籍図（公図）の交付手数料など

・ 収税課関係の手数料（問合先　☎ 76‐1117）
納税証明手数料

※上記のほか、現在 200円としている各種手数料を 300円とします。（区画整理関係の証明等手数料を除く）

引き上げ
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